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平成 23 年 11 月 14 日 

株式会社イズミシステム設計 

 

省エネルギー計算 (住宅編）【平成 23 年版】 

新機能ご紹介 
 

 

 

【ご注意】 

・ 旧バージョンにて作成された物件ファイルを開くと、新バージョンの計算内容で自動的に再計算しますので

計算結果が変わることがあります。 

・ 「平成 23 年版」にて保存した物件ファイルは、旧バージョンでは開くことはできません。 

・ ここに挙げた項目以外にも、細かな変更、バグの修正等を行っています。 
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 1. 仕様基準の断熱工法の設定方法変更 

仕様基準の構造体登録画面の断熱工法について、通常は建物構造の断熱工法を適用しますが、鉄骨造など

で例外があるため、画面に「構造リスト」を追加し、構造体ごとに適用させる構造の断熱工法を選択できるように

変更しました。 

構造リストは届出書の建物構造で選択されたものがデフォルトとなります。 

また、画面の変更にともないまして、印刷帳票「4-5.住宅の躯体断熱取合部の仕様一覧」に、選択した適用する

構造を出力するように変更しました。 

 

  

構造体登録－[外壁] 

 

 

 2. 構造体の表面の熱抵抗 Ri、Ro 設定方法変更 

構造体登録画面の、屋根、外壁、床の外気側の表面熱抵抗値 Ri、Ro をリストから選択するように変更しまし

た。 

外気か外気以外（屋根・外壁は通気層、床は床下）の表面熱抵抗値を選択します。 

 

 3. 湿度差係数の設定方法および印刷帳票の変更 

熱損失係数計算時に用いる温度差係数についての設定方法を変更しました。 

旧バージョンでは、構造体登録の「隣室壁」で登録した構造体は、固定で温度差係数 0.7 として計算しておりま

した。 

今バージョンでは「隣室壁」を廃止し、構造体を「外壁」として登録しておき、隣室空間の考え方が、「屋外同等」

の場合は温度差係数：1.0、「半屋外（床下換気のある床下と同等）」の場合は温度差係数：0.7 を床・部位面積

入力画面にて選択するように変更しました。 

こちらの変更に伴い、印刷帳票「計算シート<D> 外壁・窓の面積」、「計算シート<E>熱損失係数、及び、日射取

得係数」の関係箇所についても変更してあります。 
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 4. 届出書の「4-1 躯体の断熱性能 」のレイアウトを変更 

仕様基準の断熱工法の設定方法の変更により、届出書の作成画面「4-1 躯体の断熱性能 (1)躯体の熱貫流

率」、「4-1 躯体の断熱性能 (2)断熱材の熱抵抗値」のレイアウトを変更しました。 

また、画面の変更にともないまして、印刷帳票「4-1a 仕様規定の届出に係る申請項目 ３躯体の断熱性能に関

する基準 （１）躯体の熱貫流率の基準」、「4-1b 仕様規定の届出に係る申請項目 ３躯体の断熱性能に関する

基準 （2）断熱材の熱抵抗の基準」の出力レイアウトを変更しました。 

 

 

届出書の作成 4-1 躯体の断熱性能 (1)躯体の熱貫流率 

 

 

 

届出書の作成 4-1 躯体の断熱性能 (2)断熱材の熱抵抗 
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 5. 届出書の「4-3 (1)開口部の断熱性能等」で適否以外の手入力に対応 

届出書の「4-3 (1)開口部の断熱性能等」で、適否以外の入力項目も直接入力できるように変更しました。 

直接入力にした場合は、データの整合性を考慮し、開口部の計算ができなくなります。 

 

  

届出書の作成 4-3 開口部の断熱性能等 

 

 

 

開口部の計算が選択不可となった メイン画面 
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 6. 構造体登録の土間床の特例に対応 

構造体登録の土間床に特例の設定ができるように変更しました。 

また、画面の変更にともないまして、印刷帳票「4-5.住宅の躯体断熱取合部の仕様一覧」に、土間床に特例を

出力するように変更しました。 
 

土間床の特例というのは、断熱構造化を省略できる土間床のことで、次の条件となります。 

「玄関・勝手口及びこれに類する部分の土間床については、断熱構造としなくてよい。具体的には、当該部分の

土間床の外周部に断熱を施さない場合でも、熱貫流率の基準値を用いて計算することができる。」 

（「住宅の省エネルギー基準の解説」第３版 ７刷（平成 22 年 12 月 1 日発行）P.80 の土間床の特例を参照） 

 

 

構造体登録 ([土間床]) 

 

  

構造体登録－[土間床] 
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 特例ボタンを押し、特例の設定を行います。 

 

土間床の特例条件 

 

 

土間床の特例設定 

 

 



7/10 

 7. 床・部位面積入力画面の部分的な屋根・床面積入力方法の改善 

床・部位面積入力画面の床・天井仕様で、屋根や床が部分的な場合や仕様が異なる場合などは、室名を括弧

付きで入力し、天井高と気積をゼロとすることで対応していましたが、今回「バルコニー・ピット・土間床等」の列を

追加することにより、チェックするだけで対応できるように改善しました。 

チェックすると天井高、気積が入力不可となります。 

 

  

床・部位面積入力 
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 8. 換気・エレベーターのポイント法に対応 

換気とエレベーターのポイント法計算に対応しました。 

計算内容を物件データに含めて保存することができるようになりましたので、複数のファイルを管理する煩わしさ

がなくなりました。 

 

 

メイン画面 

 

 

ポイント法（換気） 
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ポイント法（エレベーター） 

 

 

印刷画面 
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 9. アップデート通知機能を追加 

 プログラムのアップデート情報の通知機能を追加しました。 

 これにより定期的に弊社ホームページをチェックする必要がなくなります。 

 アップデートファイルが弊社ホームページに公開されると表示されます。 

更新プログラムのダウンロードや修正事項が確認できます。 

 プログラム起動時にチェックするように初期設定されています。 

 

  

更新情報画面 

 

 

手動による更新情報の確認を行う方法 

 

 

更新情報がない場合 

 

 


